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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の信号線を有するケーブルの終端に取り付けられるコネクタであって、
　該コネクタは、コネクタ本体を備え、
　該コネクタ本体は、
　上面部と、下面部と、前記上面部の左右一対の縁および前記下面部の左右一対の縁に沿
って前記上面部と前記下面部とをそれぞれ連結し、前記コネクタ本体内に空間を形成する
一対の側面部とを有する略箱型形状を呈し、
　ケーブルが挿入される開口部を有する後端部と、
　前記後端部の反対側の前端部と、
　ケーブルの外周面を把持するように、前記下面部に設けられた第１突出部と、
　ケーブルの外周面を把持するように、前記上面部に設けられた第２突出部と、を備え、
　前記第１突出部および前記第２突出部の少なくとも一方は、外力により変形させられて
前記空間内に突設される変形突出部を構成し、
　前記コネクタ本体は、
　樹脂により構成された第１ボディ部と、
　前記第１ボディ部に取り付けられる、導電性を有する金属により構成された第２ボディ
部と、を備え、
　前記第１突出部は、前記第１ボディ部上に設けられ、前記第２突出部は、前記第２ボデ
ィ部上に設けられている、コネクタ。
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【請求項２】
請求項１に記載のコネクタにおいて、
　前記第２突出部は、前記空間内に前記前端部側に向けて斜めに突設されている、コネク
タ。
【請求項３】
　請求項２に記載のコネクタにおいて、
　前記第２突出部は、左右方向に対称に複数並設されている、コネクタ。
【請求項４】
　請求項２または３に記載のコネクタにおいて、
　前記上面部または前記下面部から前記空間に突設された、ケーブルのドレイン線を受容
する受容部をさらに備える、コネクタ。
【請求項５】
　請求項４に記載のコネクタにおいて、
　前記受容部が前記第２ボディ部から突設されている、コネクタ。
【請求項６】
　請求項４または５に記載のコネクタにおいて、
　前記第２ボディ部は、前記上面部から前記空間内に前記後端部側に向けて斜めに突設さ
れた傾斜部を有し、
　前記第２突出部は、前記傾斜部の左右方向両端部に一対設けられ、前記受容部は、前記
一対の傾斜部の左右方向中央部に設けられている、コネクタ。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載のコネクタにおいて、
　前記一対の側面部の少なくとも一方には、長さ方向に沿ってスリットが形成されるとと
もに、このスリットの位置に係合部が設けられている、コネクタ。
【請求項８】
　請求項７に記載のコネクタにおいて、
　前記係合部は、前記第２ボディ部に設けられ、
　前記第１ボディ部は、前記一対の側面部の少なくとも一方に前記係合部に対応した被係
合部を有し、
　前記第２ボディ部は、前記係合部を前記被係合部に係合して前記第１ボディ部の外側に
装着されている、コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の信号線を有するケーブルの終端部に取り付けられるコネクタに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　この種のコネクタとして、従来、モジュラーケーブルの一端部に取り付けられて、モジ
ュラージャックに嵌合されるモジュラープラグ用コネクタが知られている（例えば特許文
献１参照）。この特許文献１記載のコネクタでは、ケーブル端部のシースを除去して複数
の信号線を露出させた後、ケーブル端部をコネクタの内部に挿入する。次いで、工具を用
いて、複数の信号線と接点とを結線するとともに、コネクタの底部に設けられた楔でシー
スの外周面を保持し、ケーブルをコネクタに固定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２２２０９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１記載のコネクタでは、底部に設けられた楔でシースの外
周面の周方向一面に把持力を付加するため、ケーブルの把持力が十分であるとはいえず、
ケーブルをコネクタに安定的に保持することが困難である。
【０００５】
　本発明の目的は、ケーブルを安定的に保持することができるコネクタを提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様は、複数の信号線を有するケーブルの終端に取り付けられるコネクタで
あって、コネクタは、コネクタ本体を備え、コネクタ本体は、上面部と、下面部と、上面
部の左右一対の縁および下面部の左右一対の縁に沿って上面部と下面部とをそれぞれ連結
し、コネクタ本体内に空間を形成する一対の側面部とを有する略箱型形状を呈し、ケーブ
ルが挿入される開口部を有する後端部と、後端部の反対側の前端部と、ケーブルの外周面
を把持するように、下面部に設けられた第１突出部と、ケーブルの外周面を把持するよう
に、上面部設けられた第２突出部と、を備え、第１突出部および第２突出部の少なくとも
一方は、外力により変形させられて空間内に突設される変形突出部を構成するコネクタで
ある。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ケーブルの外周面を把持するように第１突出部と第２突出部とを互い
に対向して設けるとともに、その少なくとも一方は、外力により変形させられて突設する
ようにした。これによりケーブルが第１突出部と第２突出部とにより両側から把持され、
ケーブルを安定的に保持することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態に係るコネクタの全体構成を示す斜視図。
【図２】本発明の実施形態に係るコネクタの分解斜視図。
【図３】図１の要部断面を示す斜視図。
【図４】図１のコネクタを構成するコネクタ本体の断面図。
【図５】コネクタ本体の分解斜視図。
【図６】コネクタ本体の分解斜視図。
【図７】図４の矢視VII図。
【図８】図１のコネクタ本体とブーツとの位置関係を示す斜視図。
【図９】図４の傾斜部の拡大斜視図。
【図１０】本発明の実施形態に係るコネクタへケーブルを取り付ける手順を説明する図。
【図１１】本発明の実施形態に係るコネクタへケーブルを取り付ける手順を説明する図。
【図１２】図１１の要部断面図。
【図１３】本発明の実施形態に係るコネクタへケーブルを取り付ける手順を説明する図。
【図１４】本発明の実施形態に係るコネクタを構成するシェルの変形例を示す斜視図。
【図１５】図１４の要部拡大図。
【図１６】図７の変形例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図１～図１３を参照して本発明の実施形態について説明する。図１は、本発明の
実施形態に係るコネクタ１００の全体構成を示す斜視図であり、図２は、コネクタ１００
の分解斜視図、図３は、図１の要部断面を示す斜視図である。なお、図１～図３には、コ
ネクタ１００だけでなく、コネクタ１００に取り付けられるケーブル２００の構成も示し
ている。本実施形態に係るコネクタ１００は、例えばモジュラージャックに嵌合されるモ
ジュラープラグとして用いることができる。以下では、便宜上、図示のように前後方向（
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長さ方向）、左右方向（幅方向）および上下方向（高さ方向）を定義し、この定義に従い
各部の構成を説明する。前後方向は、コネクタ１００の嵌合方向に相当する。
【００１０】
　図２に示すように、ケーブル２００は、複数（例えば４対８本）の信号線２０１と単一
のドレイン線２０２とを包囲する遮蔽部材２０３を有するシールドケーブルであり、前後
方向に延在する軸線Ｌ０を中心とした円形断面形状を呈する。なお、信号線２０１とドレ
イン線２０２の本数は上述したものに限らない。遮蔽部材２０３は、例えばアルミニウム
箔等の薄膜の金属（遮蔽用ホイル）により構成される。遮蔽部材２０３の周囲は、絶縁部
材である外被２０４により覆われている。各信号線２０１は、信号導体２０１ａと信号導
体２０１ａの周囲を覆う絶縁体２０１ｂとを有する。
【００１１】
　ケーブル２００をコネクタ１００に取り付ける際には、ケーブル２００の前端側の外被
２０４を除去して遮蔽部材２０３を露出させる。その露出した遮蔽部材２０３を図２に示
すように後方に折り返し、さらにドレイン線２０２を後方に折り曲げる。この状態では、
遮蔽部材２０３で覆われたケーブル２００の端部から複数の信号線２０１が突出している
。なお、ケーブル２００は上記態様に限らず、遮蔽部材２０３とドレイン線２０２とを有
しないケーブルであってもよく、遮蔽部材２０３又はドレイン線２０２のどちらか一方を
有するケーブルであってもよい。本実施形態では、遮蔽部材２０３とドレイン線２０２と
を有するケーブルとして説明する。
【００１２】
　図１～３に示すように、コネクタ１００は、コネクタ本体１と、コネクタ本体１の内部
に配置される整列部材２および仕切り部材３と、コネクタ本体１の後端部に取り付けられ
るブーツ５とを有する。コネクタ１００は、軸線Ｌ０を中心とした左右対称形状を呈する
。
【００１３】
　コネクタ本体１は、全体が略ボックス形状を呈し、コネクタ本体１の内部には、後面が
開口した収容空間６が形成されている。コネクタ本体１の収容空間６の前側には、整列部
材２が収容され、整列部材２の後方に仕切り部材３が収容される。仕切り部材３の上面、
下面、左面および右面には、それぞれ仕切り部材３の前端面から後端面にかけて凹状の収
容部３ａが形成されている。各収容部３ａには一対の信号線２０１がそれぞれ収容され、
仕切り部材３により信号線２０１が４対に分離される。
【００１４】
　整列部材２は、後部底面に傾斜部２ａを有し、傾斜部２ａの前側で鉛直方向の断面積が
小さくなっている。整列部材２には、各信号線２０１に対応して前後方向に延在する複数
の貫通孔２ｂが開口されている。貫通孔２ｂは上下２列に、かつ、左右方向に互いに位置
をずらして並設され、各貫通孔２ｂにそれぞれ仕切り部材３により分離された信号線２０
１が挿入される（図１０参照）。整列部材２の底面には、傾斜部２ａよりも前側に、各貫
通孔２ｂに連通する複数のスリット２ｃが整列部材２の前面にかけて形成され、スリット
２ｃを介してコネクタ１００のコンタクト７（図３）と信号導体２０１ａとが接続される
。
【００１５】
　ブーツ５は、カバー部５１と、カバー部５１の後端から後方に向かって突設されたブッ
シュ部５２と、カバー部５１の前端から前方に向かって突設された左右一対のガイド部５
３とを有する。カバー部５１とブッシュ部５２とは、それぞれ前後方向に貫通する開口部
５１ａ，５２ａを有し、開口部５１ａ，５２ａにケーブル２００が挿入される。ガイド部
５３の下端面には、上方に向けて凹状の切り欠き部５３ａが設けられている。ガイド部５
３は、全体がコネクタ本体１の収容空間６に挿入される。ブーツ５は、上下左右方向に所
定の範囲で屈曲可能であり、ケーブル２００の周囲にブーツ５を装着することで、ケーブ
ル２００の急激な折れ曲がりを防止できる。
【００１６】
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　図４は、コネクタ本体１の断面図であり、図５，６は、それぞれコネクタ本体１の分解
斜視図、図７は、コネクタ本体１を後方から見た図（図４の矢視VII図）である。なお、
図５は、コネクタ本体１を斜め上方から見た図を、図６は、斜め下方から見た図を示す。
図４～６に示すように、コネクタ本体１は、ハウジング１０と、ハウジング１０の後方か
らハウジング１０の外側に装着されるシェル２０とを有する。
【００１７】
　ハウジング１０は、ポリカーボネート等の絶縁性を有する樹脂を構成材とし、射出成形
などにより形成される。ハウジング１０の後端部１１５には矩形状の開口部１１５ａが設
けられている。ハウジング１０は、上面部１１１と、下面部１１２と、上面部１１１の左
右両端部（一対の縁）１１１ａおよび下面部１１２の左右両端部（一対の縁）１１２ａに
沿って上面部１１１と下面部１１２とを連結する左面部１１３および右面部１１４とを有
する。ハウジング１０は、前端部１１０、上面部１１１、下面部１１２、左面部１１３、
右面部１１４によって囲まれて後面が開放した収容空間６を形成する。
【００１８】
　ハウジング１０の前端部１１０には、左右方向等間隔に信号線２０１と同数（８個）の
スリット１１６が形成されている。各スリット１１６は、それぞれハウジング１０の前端
部１１０の前面および底面から後方および上方にかけて設けられ、収容空間６に連通して
いる。各スリット１１６にはそれぞれ上方に向けてコンタクト７が挿入されている。コン
タクト７は、りん青銅等の導電性を有する薄板状の金属により構成され、その上端部に鋭
角をなす突出部７ａが形成されている。コンタクト７は、収容空間６にケーブル２００を
挿入した後に、上方に所定高さに押し込まれるが（図１２参照）、図４～６の状態では、
コンタクト７は所定高さの手前まで押し込まれている。詳述するなら、図４～図６の状態
は、コンタクト７が信号線２０１の信号導体２０１aと導通する前の状態であり、コンタ
クトはスリット１１６に部分的に押し込まれている。ケーブル２００の先端部を収容空間
６に挿入した後に、コンタクト７をさらに上方に押し込むことにより、コンタクト７の突
出部７ａが信号線２０１の絶縁部２０１ｂを貫通し、信号線２０１の絶縁部２０１ａに接
触する。これにより、コンタクト７が信号線２０１の信号線２０１aと導通する。
【００１９】
　図４に示すように、ハウジング１０の下面部１１２の上面１１２ａは、前後方向に階段
状に形成され、収容空間６の断面積は前方に向けて徐々に小さくなっている。すなわち、
下面部１１２は、その上面１１２ａがハウジング１０の後端面から水平方向に延在する平
面部１２１と、平面部１２１の前端から斜め上方に延在する傾斜部１２２と、傾斜部１２
２の前端から水平方向に延在する平面部１２３と、平面部１２３の前端から斜め上方に延
在する傾斜部１２４と、傾斜部１２４の前端から水平方向に延在する平面部１２５とを有
し、各平面部１２１，１２３，１２５の上方の空間部６１～６３の断面積は、前方に向け
て徐々に小さくなっている。
【００２０】
　空間部６３には、整列部材２の傾斜部２ａ（図２）が下面部１１２の傾斜部１２４と当
接した状態で、整列部材２が収容される。空間部６２には仕切り部材３が収容される。空
間部６１には、外周面が遮蔽部材２０３で覆われたケーブル２００の先端部が収容される
。
【００２１】
　ハウジング１０の平面部１２１には、断面三角形状の楔１１が下方に向けて突設されて
いる。楔１１は、前側、後側および下側の３つの頂部１１ａ，１１ｂ，１１ｃを有し、前
側の頂部１１ａにおいて平面部１２１から片持ち支持されている。楔１１は、頂部１１ａ
と頂部１１ｃとを結ぶ辺部１１ｄに作用する上方への外力により、頂部１１ａを支点にし
て図４の矢印Ａ方向に変形する。図４の点線は変形後の楔１１を示しており、楔１１の頂
部１１ｃが平面部１２１の後端部を乗り超え、辺部１１ｄが平面部１２１の上面に載置さ
れる。このとき楔１１の頂部１１ｂが上方に向けて空間部６１内に突設する。図８は、楔
１１の変形後の楔１１とブーツ５との位置関係を示す斜視図である。頂部１１ｂが空間部
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６１内に突設されると、楔１１は、ブーツ５のガイド部５３における切り欠き部５３ａに
収容される。このとき、楔１１の頂部１１ａと頂部１１ｂとを結ぶ辺部１１ｅが、切り欠
き部５３ａの縁部に当接する。これにより図８に示すように、ブーツ５がコネクタ本体１
に対して固定される。
【００２２】
　図５に示すように、ハウジング１０の上面部１１１には、後端面から前後方向中央部に
かけて矩形状の切り欠き１３が設けられ、ハウジング１０の空間部６１の上方は開放され
ている。さらに、ハウジング１０の上面部１１１には、ラッチ１４が設けられている。ラ
ッチ１４は、その前端部がハウジング１０の前端角部に支持され、上方に向けて円弧状に
湾曲し、後方に延在している。ラッチ１４は、図示されないモジュラージャックとの嵌合
において、抜け止めの機能を発揮させるために設けられる。ここで空間部６１は、図４の
断面視において上面部１１１と水平部１２５及び傾斜部１２４で画される空間をいう。空
間部６２は、図４の断面視において上面部１１１と傾斜部１２４、水平部１２３及び傾斜
部１２２で画される空間をいう。空間部６３は、図４の断面視において上面部１１１と水
平部１２１及び傾斜部１２２で画される空間をいう。
【００２３】
　図５、６に示すように、ハウジング１０の右面部１１４の後端面には、前方にかけて係
合溝１５が形成されている。ハウジング１０の下面部１１２の底面には、左右一対の凹部
１６が設けられている。ハウジング１０の上面部１１１、左面部１１３および右面部１１
４の外表面には、それぞれ段部１７が設けられている。ハウジング１０の外表面は、段部
１７よりも後方において凹んでおり、この凹み部にシェル２０が配置される。段部１７の
深さはシェル２０の板厚と等しく、段部１７を設けることで、ハウジング１０の外側にシ
ェル２０を段差なく配置することができる。
【００２４】
　シェル２０は、りん青銅等の導電性を有する薄板の金属を断面コ字形状に折り曲げて形
成され、上面部２１１と、上面部２１１の左右両端部（左右一対の縁２１１ａ）から下方
に延在する左面部２１２および右面部２１３とを有する。シェル２０の右面部２１３の後
端は、前方かつ下方にかけて矩形状に切り落とされ、切り落とし部２１４が形成されてい
る。シェル２０の左面部２１２の後端部下端面からは、前後方向所定長さの帯板部２１５
が延設されている。
【００２５】
　帯板部２１５は、シェル２０の左面部２１２から右方に折り曲げられた後、さらに右面
部２１３に沿って上方に折り曲げられ、右面部２１３の切り落とし部２１４に配置されて
いる。帯板部２１５の先端部（上端部）はさらに左方に折り曲げられ、図７に示すように
、ハウジング１０の係合溝１５に対応した位置に突出部２２が形成されている。突出部２
２の上方にはシェル２０の切り落とし部２１４の端面が位置するが、この端面と突出部２
２とは上下方向に分離しており、突出部２２の上方にスリット２２ａが形成されている。
なお、帯板部２１５の左右方向に延在する部位は、シェル２０の下面部２１６を構成し、
上下方向に延在する部位は、右面部２１７を構成する。
【００２６】
　図５に示すように、シェル２０の上面部２１１は、左右方向中央部が上方に膨出してお
り、単なる平坦面に比べ上面部２１１の剛性が高くなっている。上面部２１１には空間部
６１内に斜め前方に向けて傾斜部２３が突設されている。図４に示すように、傾斜部２３
は、ハウジング１０の切り欠き１３の内側に、より具体的にはハウジング１０の楔１１の
鉛直上方に位置する。傾斜部２３の傾斜の先端部の位置は、例えばコネクタ１００の上面
視において傾斜部２３と楔１１とが重なるように設定されている。
【００２７】
　図９は、傾斜部２３の拡大斜視図である。図９に示すように、傾斜部２３の左右両端部
には、下方に向けてそれぞれカスプ２３１が突設されている。傾斜部２３の左右方向中央
部下端面には、凹状の受容部２３２が形成されている。受容部２３２は、コネクタ１００
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の中心部の上方、すなわちコネクタ１００の中心を通る軸線Ｌ０（図１）の鉛直上方に位
置する。カスプ２３１は、ケーブル２００の外周面に当接してケーブル２００に対し把持
力を及ぼすものであり、その先端部は、楔１１を上方に変形させたときに楔１１の頂部１
１ｂ（図４の点線）の鉛直上方に位置することが好ましい。これによりコネクタ１００の
上面および下面から互いに前後方向同一位置でケーブル２００を把持することができる。
図４における傾斜部２３の水平線に対する傾斜角は、０°より大きくかつ９０°より小さ
ければよいが、傾斜角が小さすぎると、ケーブル２００の十分な把持力を得ることができ
ず、逆に傾斜角が大きすぎると、ケーブル２００の挿入が困難となる。そこで、傾斜角と
しては、例えば４５°程度とすることが好ましい。
【００２８】
　図５、６に示すように、シェル２０の左面部２１２および右面部２１３の下端面には、
それぞれ下方に向けて凸部２４が突設されている。凸部２４は、ハウジング１０の外側に
シェル２０が装着された後、左右方向内側に折り曲げられ、ハウジング１０の凹部１６に
収容される。なお、図６は、凸部２４を折り曲げた状態を示している。
【００２９】
　ハウジング１０とシェル２０は、予め工場出荷時に一体に組み立てられ、図２のコネク
タ本体１の状態でユーザに提供される。この場合、まず、ハウジング１０の外側に後方か
らシェル２０を嵌合する。このとき、シェル２０の後端の突出部２２がハウジング１０の
係合溝１５に係合し、ハウジング１０に対しシェル２０が周方向に位置決めされる。次い
で、シェル２０の左右の凸部２４が左右方向内側に折り曲げられ、ハウジング底面の凹部
１６に収容される。これにより、ハウジング１０にシェル２０が固定され、コネクタ本体
１が組み立てられる。
【００３０】
　次に、本発明の実施形態に係るコネクタ１００へのケーブル２００の取付手順を説明す
る。まず、予めケーブル２００にブーツ５を挿通した後、図２に示すようにケーブル２０
０の終端部から外被２０４を除去するとともに、遮蔽部材２０３を後方に折り返し、さら
にドレイン線２０２を後方に折り曲げる。次いで、ケーブル２００の先端部の信号線２０
１を仕切り部材３で分離し、さらに各信号線２０１を整列部材２の貫通孔２ｂに挿入する
。整列部材２の前端面から信号線２０１が突出する場合には、その突出部を切断する。こ
れにより図１０に示すように、ケーブル２００の先端部に整列部材２、仕切り部材３およ
びブーツ５が取り付けられたケーブル組立体３００が完成する。
【００３１】
　次に、ケーブル組立体３００をコネクタ本体１の後端の開口部１１５ａからコネクタ本
体１内に挿入する。図１１は、ケーブル組立体３００の挿入状態を示す斜視図（一部断面
図）であり、図１２は、要部断面図である。図１１、１２に示すように、ケーブル組立体
３００の挿入状態においては、整列部材２がコネクタ本体１の奥側（前側）の空間部６３
に収容され、ハウジング１０の前端部１１０のコンタクト７が整列部材２の前端面からス
リット２ｃ内に挿入される。また、仕切り部材３が空間部６３の後方の空間部６２に収容
され、遮蔽部材２０３で覆われたケーブル２００の先端部がコネクタ本体１の入口側の空
間部６１に収容される。このとき、ハウジング１０の楔１１は下方に向けて突設されてお
り、楔１１が空間部６１の外側に退避しているため、ケーブル２００を空間部６１に容易
に挿入することができる。コネクタ本体１内にケーブル組立体３００を挿入すると、ドレ
イン線２０２がシェル２０の傾斜部２３の受容部２３２に受容され、ドレイン線２０２が
位置決めされる。
【００３２】
　この状態で、不図示の工具によりコネクタ本体１を上下方向に挟み込み、コネクタ本体
１の上面および下面に上下方向に圧接力を付加する。この圧接力により、コネクタ本体１
の前端部１１０の複数のコンタクト７と楔１１とに、図１２に示すように上方への押し込
み力Ｆ１，Ｆ２が同時に作用する。コネクタ本体１に押し込み力Ｆ１が作用すると、コン
タクト７がハウジング１０内に押し込まれ、コンタクト７の先端の突出部７ａが整列部材
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２のスリット２ｃを介して信号線２０１に接触する。さらに、突出部７ａが信号線２０１
の絶縁部２０１ｂを貫通して、各コンタクト７と各信号線２０１の信号導体２０１ａとが
それぞれ導通する。
【００３３】
　また、楔１１に押し込み力Ｆ２が作用すると、図１３に示すように、楔１１が前側の頂
部１１ａを支点にして上方に変形し、楔１１の辺部１１ｄがハウジング１０の平面部１２
１を乗り越えてケーブル２００が上方に押圧される。これにより楔１１の頂部１１ｂが、
ケーブル２００の遮蔽部材２０３で覆われた外被２０４の下側周面に食い込むとともに、
傾斜部２３の左右一対のカスプ２３１が遮蔽部材２０３で覆われた外被２０４の上側周面
に食い込む。その結果、楔１１とカスプ２３１とにより遮蔽部材２０３が上下に挟み込ま
れ、コネクタ１００によりケーブル２００を十分な把持力で把持することができ、ケーブ
ル２００をコネクタ１００に安定的に保持できる。
【００３４】
　ケーブル組立体３００を挿入した状態では、ドレイン線２０２が傾斜部２３の受容部２
３２に受容されている。したがって、ケーブル２００に把持力を付与すると、ケーブル２
００の表面が傾斜部２３に押し当てられ、ドレイン線２０２は受容部２３２の奥側に押し
込まれる。これにより、ドレイン線２０２とシェル２０とが十分な接圧で接触する。この
ため、仮に遮蔽部材２０３が破断した場合であっても、コネクタ１００の安定した遮蔽性
能を得ることができる。すなわち、コネクタ１００の遮蔽性能を得るためには、ドレイン
線２０２および遮蔽部材２０３の少なくとも一方とシェル２０とが導通すればよいが、本
実施形態では、受容部２３２にドレイン線２０２が受容されるため、ドレイン線２０２と
シェル２０とを確実に導通させることができる。
【００３５】
　本発明の実施形態によれば以下のような作用効果を奏することができる。
（１）複数の信号線２０１を有するケーブル２００の終端に取り付けられるコネクタ１０
０（ハウジング１０、シェル２０）は、信号線２０１に対応した複数のコンタクト７が配
置される前端部１１０と、ケーブル２００が挿入される開口部１１５ａを有する後端部１
１５と、前後左右方向にそれぞれ延在する上面部１１１，２１１および下面部１１２と、
左面部１１３，２１２および右面部１１４，２１３，２１７とを有し、内部にケーブル２
００の収容空間６を形成する。そして、本実施形態のコネクタ１００では、シェル２０の
上面部２１１からは収容空間６に向けて傾斜部２３を突設し、ケーブル２００の外周面を
把持するように傾斜部２３に左右一対のカスプ２３１を設けるとともに、ハウジング１０
の下面部１１２には楔１１を設け、ケーブル２００の挿入後に楔１１を外力により上方に
変形させて、収容空間６に楔１１を突出させるようにした。これによりケーブル２００の
外周面がカスプ２３１と楔１１とにより上下方向に挟まれ、ケーブル２００に十分な把持
力を付与することができ、ケーブル２００をコネクタ１００に安定的に保持できる。
【００３６】
（２）本実施形態に係るコネクタ１００は、金属製の遮蔽部材２０３を有する遮蔽ケーブ
ル２００に適用される。遮蔽部材２０３は表面の摩擦力が小さく滑りやすいが、遮蔽部材
２０３の表面にカスプ２３１と楔１１の先端部がそれぞれ食い込むことで、ケーブル２０
０を強固に保持できる。
【００３７】
（３）コネクタ本体１を、ハウジング１０とハウジング１０の外側に装着されるシェル２
０とにより構成し、ハウジング１０とシェル２０のそれぞれにケーブル表面を保持するた
めの突出部（楔１１、カスプ２３１）を設けるようにしたので、上下一対の突出部を容易
に形成することができる。
【００３８】
（４）ハウジング１０を樹脂により構成し、シェル２０を金属により構成するようにした
ので、遮蔽ケーブル２００とシェル２０との導通により良好な電磁遮蔽性能を得ることが
できる。



(9) JP 6393915 B2 2018.9.26

10

20

30

40

50

【００３９】
（５）傾斜部２３を金属製のシェル２０に設けるようにしたので、傾斜部２３の剛性を十
分に高めることができ、ケーブル２００を下方から押圧した際の傾斜部２３の変形を抑え
、カスプ２３１の先端部をケーブル表面に容易に食い込ませることができる。また、ケー
ブル２００の引き抜き方向に対して逆らう方向に、傾斜部２３をケーブル２００に対して
突設させることができ、ケーブル２００を十分な把持力で把持することができる。
【００４０】
（６）ケーブル２００の軸線Ｌ０を対称として左右一対のカスプ２３１を設けるようにし
たので、ケーブル２００の上面が左右２か所で把持され、ケーブル２００の左右方向の移
動を確実に阻止することができる。
【００４１】
（７）コネクタ１００の上面視において傾斜部２３と楔１１とがほぼ前後方向同一位置に
位置するように傾斜部２３を設けたので、傾斜部２３と楔１１とで上下両方向よりケーブ
ル２００を十分な把持力で把持できる。さらに、傾斜部２３の傾斜角は、切り曲げ加工時
などに曲げ角度を調整するだけで、容易に所望の角度（例えば４５°）に設定することが
できる。これに対し、シェルを後端から斜め前方に向けて折り返すような構成では、傾斜
角を大きくすることができず、十分な把持力を発揮することが困難である。つまり、本実
施形態によれば、シェルを後端から斜め前方に向けて折り返す構成に比べ、傾斜部２３の
設置領域は狭いので、コネクタ全体の大きさを変更することなく、収容空間６の十分なス
ペースを確保することができ、大径ケーブルの挿入が容易である。
【００４２】
（８）シェル２０の上面部２１１から収容空間６に突設された傾斜部２３に、受容部２３
２を設け、受容部２３２をコネクタ本体１の上面から空間６に突設するようにした。これ
により、ケーブル２００の挿入に伴いドレイン線２０２が受容部２３２に挿入され、ドレ
イン線２０２を容易に位置決めすることができる。また、ドレイン線２０２が受容部２３
２に沿って配置され、ドレイン線２０２の損傷を防ぐことができる。
【００４３】
（９）金属製のシェル２０に受容部２３２を設けるようにしたので、受容部２３２によっ
て位置決めされたドレイン線２０２とシェル２０とを、ケーブル２００の状態（屈曲、捻
回転等）によらず、容易かつ安定的に導通させることができる。
【００４４】
（１０）ケーブル２００の挿入方向に斜めに突設した傾斜部２３の左右方向両端部にそれ
ぞれカスプ２３１を設けるとともに、左右方向中央部に受容部２３２を設けるようにした
ので、ケーブル２００を把持する位置でドレイン線２０２が位置決めされ、ドレイン線２
０２の良好な位置決めが可能である。また、単一の傾斜部２３がケーブル２００の保持機
能とドレイン線２０２の位置決め機能とを有するので、コネクタ１００の構成を簡素化で
きる。
【００４５】
（１１）ハウジング１０の右面部１１４の後端面から前方にかけて係合溝１５を形成する
とともに、係合溝１５に対応してシェル２０の端部に突出部２２を形成し、突出部２２を
係合溝１５に係合するようにした。このようにコネクタ１００の後端部において、ケーブ
ル２００を把持する面（上下面）とは異なる面に係合部を設けてハウジング１０とシェル
２０とを係合することで、コネクタ１００の上下面の変形が抑えられ、ケーブル２００に
対し十分な把持力を付与することができる。その結果、ハウジング１０の厚さを薄くして
収容空間６の入り口側（空間部６１）の断面積を拡大することができ、コネクタ本体１内
へ大径のケーブル２００を容易に挿入することができる。これに対し、例えばコネクタ１
００の上面または下面、すなわち把持力が発生する位置に係合部を設けると、係合部にお
いてシェル２０が大きく変形し、把持力が低下するおそれがある。
【００４６】
（１２）ハウジング１０の係合溝１５とシェル２０の突出部２２とを係合するので、ハウ
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ジング１０に対しシェル２０が周方向に位置決めされ、シェル２０をハウジング１０の外
側に密着状態に保持できる。
【００４７】
（変形例）
　上記実施形態では、カスプ２３１と受容部２３２とを同一の傾斜部２３に設けるように
したが、それぞれ別々の部材に設けるようにしてもよい。図１４は、その一例を示すシェ
ル２０Ａの斜視図であり、図１５は、図１４の要部拡大図である。図１４，１５の例では
、シェル２０Ａの上面部２１１に傾斜部２３Ａが突設され、さらに傾斜部２３Ａの後方に
おいて、斜め前方に向けて左右一対の傾斜部２３Ｂが突設されている。傾斜部２３Ａの左
右方向中央部には、凹形状の受容部２３２が設けられている。左右の傾斜部２３Ｂはそれ
ぞれ先端が鋭角をなしており、図９と同機能のカスプ（２３１Ａ）を構成する。このよう
に受容部２３２とカスプとを別々の傾斜部２３Ａ，２３Ｂに設けることで、受容部とカス
プの前後方向の位置を互いに独立して最適位置に設定することができる。
【００４８】
　上記実施形態のコネクタ１００は、コネクタ本体１を備え、コネクタ本体１は、上面部
１１１と、下面部１１２と、上面部１１１の左右一対の縁１１１ａおよび下面部１１２の
左右一対の縁１１２ａに沿って上面部１１１と下面部１１２とをそれぞれ連結し、コネク
タ本体１内に空間６を形成する左側面部１１３（第１側面部）および右側面部１１４（第
２側面部）とを有する略箱型形状を呈する。このコネクタ本体１は、ケーブル２００が挿
入される開口部１１５ａを有する後端部１１５と、後端部１１５の反対側の前端部１１０
と、有し、上面部２１１と下面部１１２とにそれぞれケーブル２００の外周面を把持する
ようにカスプ２３１（第２突出部）および楔１１（第１突出部）を設けるものであるが、
第１突出部と第２突出部の少なくとも一方を外力により変形させて収容空間６内に突設さ
せるのであれば、コネクタ１００の構成はいかなるものでもよい。例えば、第１突出部と
しての楔１１だけでなく、第２突出部も、外力により変形させる変形突出部として構成し
てもよい。この場合の外力とは、ケーブル２００がコネクタ１００に挿入された状態で工
具を用いて上下方向に付加される力（図１２の押し込み力Ｆ２）を言い、この押し込み力
Ｆ２はコンタクト７の押し込み力Ｆ１と同時に付加されることが好ましい。
【００４９】
　上記実施形態のコネクタ１００は、金属製の遮蔽部材２０３（遮蔽部）を有する遮蔽ケ
ーブル２００に適用したが、遮蔽部を有さないケーブルにも同様に適用することができる
。上記実施形態では、第１ボディ部としてのハウジング１０と、第２ボディ部としてのシ
ェル２０とによりコネクタ本体１を構成したが、３部品以上のボディ部によりコネクタ本
体を構成してもよく、単一のボディ部によりコネクタ本体を構成してもよい。上記実施形
態では、第１突出部を楔１１により構成したが、第１突出部を楔形状以外としてもよい。
ケーブル２００の挿入前に第１突出部を収容空間６内に所定量だけ突出させ、ケーブル挿
入後に外力により第１突出部の突出量を増加させるようにしてもよい。すなわち、ケーブ
ル２００の挿入が可能であるならば、第１突出部を予め収容空間６内に所定量だけ突出さ
せておいてもよい。
【００５０】
　上記実施形態では、傾斜部２３（傾斜部）に第２突出部としてのカスプ２３１を設けた
が、第２突出部の構成はこれに限らず、例えば図１５に示すように、コネクタ本体１の上
面部２１１から直接、第２突出部を突出させてもよい。上記実施形態では、カスプ２３１
を左右方向に、すなわち上面部２１１の縁２１１ａに直交する方向に一対設けたが、カス
プ２３１の個数を３個以上としてもよく、カスプ２３１をコネクタ本体１の左右中央部に
１個だけ設けるようにしてもよい。上記実施形態では、ドレイン線２０２を受容する受容
部２３２を凹形状として構成したが、例えば前後方向の貫通孔により受容部を構成しても
よい。受容部は、例えば切りおこしにより、シェル２０に一体に形成される凹形状であっ
てもよく、ドレイン線２０２が受容される連続的な凹形状（溝）をハウジング１０に設け
て受容部を構成してもよい。ドレイン線２０２の周方向の取出し位置は上述したものに限
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らず、したがって受容部の配置も上述したものに限らない。なお、上記実施形態では、コ
ネクタ本体１に第１突出部と第２突出部と受容部とを設けるようにしたが、コネクタ本体
１に受容部のみを設けるようにしてもよい。すなわち、コネクタ１００の上面部または下
面部から収容空間６に突設されるのであれば、受容部の構成はいかなるものでもよい。
【００５１】
　上記実施形態のコネクタ１００は、上面部１１１，２１１の右端部から下面部１１２，
２１６の右端部にかけて延在する右面部１１４，２１３，２１７と、上面部１１１，２１
１の左端部から下面部１１２，２１６の左端部にかけて延在する左面部１１３，２１２と
を有する。そして上記実施形態では、シェル２０の右面部２１７（側面部）のスリット２
２ａの位置に突出部２２（係合部）を設けるとともに、この突出部２２に対応してハウジ
ング１０の右面部１１４に係合溝１５（被係合部）を設け、係合溝１５に突出部２２（係
合部）を係合させるようにしたが、係合部および被係合部の構成はこれに限らない。
【００５２】
　例えばハウジング１０に係合部（例えば突出部）を設け、シェル２０に被係合部（例え
ば係合溝）を設けるようにしてもよい。図７の変形例である図１６に示すように、シェル
２０の後端面から前方に向けてスリットとしての係合溝２５を設けるとともに、この係合
溝２５にシェル２０の端部（突出部２２）を係合させるようにしてもよい。なお、上記実
施形態では、コネクタ本体１に第１突出部と第２突出部と受容部とを設けた上でさらに係
合部を設けるようにしたが、コネクタ本体１に係合部のみを設けるようにしてもよい。
【００５３】
　上記実施形態では、コネクタ本体１と整列部材２と仕切り部材３とブーツ５とによりコ
ネクタ１００を構成したが、整列部材２と仕切り部材３とブーツ５とを省略し、コネクタ
本体１によってコネクタを構成してもよい。
【００５４】
　以上の説明はあくまで一例であり、本発明の特徴を損なわない限り、上述した実施形態
および変形例により本発明が限定されるものではない。上記実施形態および変形例の構成
要素には、発明の同一性を維持しつつ置換可能かつ置換自明なものが含まれる。すなわち
、本発明の技術的思想の範囲内で考えられる他の形態についても、本発明の範囲内に含ま
れる。また、上記実施形態と変形例の１つまたは複数を任意に組み合わせることも可能で
ある。
【符号の説明】
【００５５】
　６　　収容空間
　１０　　ハウジング
　１１　　楔
　１５　　スリット
　２０　　シェル
　２２　　突出部
　２２ａ　　スリット
　２５　　係合溝
　２３　　傾斜部
　２３１　　カスプ
　２３２　　受容部
　１００　　コネクタ
　１１０　　前端部
　１１１，２１１　　上面部
　１１１ａ，２１１ａ　　縁
　１１２　　下面部
　１１２ａ　　縁
　１１３　　左面部
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　１１４　　右面部
　１１５　　後端部
　１１５ａ　　開口部
　２００　　ケーブル
　２０２　　ドレイン線
　２０３　　遮蔽部材

【図１】 【図２】
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